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2)空間組織としての荘園制

近年の農村史研究で新しく出てきた論点の一

つが，荘園制を広域的な空間組織として描き出

すことによって，カロリング期社会・経済にお

けるその枢要な位置をさらに明確にしようとす

る志向である。その典型的な試みが中部イタリ

アでの領域組織で，ファルファ，モンテ・カッ

シーノ，サン・ヴィンチェンツォの 3大修道院

の所領が担っていた機能を明らかにしようとす

るトゥベールの論文[(128)]である。まず，個々

の所領の定住形態を見ると，教会堂を備えた領

主屋敷の周囲にある程度濃密に領主直領地が集

中し，そこから一定の中心性が働いて周辺を統

合しているが，農民の定住はより散在的で，状

況に応じて柔軟に展開している [Ibid.,pp. 280-

8]。また，修道院所在地を拠点として， Terra

Sancti Benedictiとか， TerraSancti Vincenti 

と呼ばれる一円的領域が，およそ500平方キロ以

上にも広がっている。その内部には多少の自有

地は存在しえたとしても，ともかくそれぞれの

修道院による濃密な土地所有と免除特権による

排他的な支配が繰り広げられている [Ibid.,pp. 

288-90]。こうした巨大な中心と多数に上る個別

所領との結合については， トゥベールの別の論

文[(130) pp. 80-4 ; (131) pp. 80-1]を参照し

なければならないが，それは大修道院が必要と

する家産的な集中・再配分のための，在地流通

と地域間流通を担い，農村にも都市にも広がっ

た大きな流通網として構想されている。当然そ

こにも，周辺に比較的濃密に所領群が広がって

いるいくつもの拠点があったはずで，個別所領

の地誌的構造を示すのに用いられている「星雲」

nebulosoという表現を，トゥベールが構想する

中世初期大土地所有の空間組織のキーワードと

してよいであろう。

サン・テュベール修道院領に関する丹下栄の

論文 [(124)] も同じ方向で議論を展開してい

る。すなわち，サン・テュベールを取り巻いて

一円的な領域が同修道院の排他的な所有と支配

のもとに置かれており 丹下はこれを「サ

ン・テュベール空間」 espacehubertinと名付け

ている一ー，またその周辺では他領主の土地と
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入り混じりはするものの，なおサン・テュベー

ル修道院領が濃密である。そこから離れるに従

って同修道院の土地は散在的になるが，しかし

それらはアルデンヌ地域の流通網と重なり合っ

て重点的に配置されており，サン・テュベール

を遠隔の交通幹線・要衝と結び付ける役割を担

っている [Ibid.,pp. 678-85]。こうした空間組

織によって，サン・テュベールで行われていた

市場叫こ，アルデンヌ一帯での経済成長の効果

が収欽して，それに明確な地域的性格を賦与し

たのだという [Ibid.,pp. 690-1]。

トゥベールと丹下との構想を比べてみると，

前者が大土地所有のいくつもの地域にまたがっ

た散在性にも重点を置いて，こうした空間組織

の遠隔地との連繋という機能を強調するのに対

して，後者はその地域に密着した性格の浮き彫

りを眼目としている。しかしながら両者の論文

には，次の 2点で強い共通性を持った主張があ

る。第 1に，大領主の主たる拠点を中心として，

その所有と支配が殆ど排他的である空間が存在

したとする点であり，通例は中世盛期に認めら

れているような領域的な支配が，カロリング期

について強調されていることになる。第2に，

荘園制の空間組織が同時に流通網として捉えら

れている点であり，こうした見方では，生産だ

けでなく流通も含めたカロリング期の社会・経

済構造が大所領によって規定されている度合が，

極めて高く評価されているのである。

ところで，まさに「中世初期荘園制における

支配と空間」 (49)を標題に掲げたゲーツの論調

は，大きく異なっている。ヴェルデン，プリュ

ム，サン・ジェルマン及びサン・レミの 4修道

48) G. Despy, Villes et campagnes aux IXe et Xe 
siecle. L'exemple du pays mosan, in Revue du 
Nord, 50, 1968, pp. 145-168. 

院の所領について，管理組織，農民負担，さら

に教会・水車・かまどへの高権的支配の形態が，

地理的に示す類似と相違とを検討しつつ，ゲー

ツは領主の力が空間形成にそれほど大きく働か

ないと論じるからである。それによれば，こう

して検討されたあるゆる点にわたって，修道院

による所領組織とは対応しない小規模なまとま

りが広く存在しており，それらは修道院領とな

る以前からの在地の慣習に根ざしていると考え

られる。領主はそれらを一定の領域にわたって

改変する力を持っておらず，既存の秩序の土台

となっている空間構造を受け入れざるをえなか

ったというのである。こうしてゲーツは，土地

所有の上に立ち個別的支配を特徴とする中世初

期荘園制を，それとは全く異なった権限から強

力な空間把握を行うという，中世盛期の領域国

家と対比して，前者の空間創造力を否定してい

る。ところで，特にサン・ジェルマン領におけ

る賦役労働を場として，荘園組織から独立の小

地域単位の存在を示そうとした別の論文で，ゲ

ーツはクッヘンブッフによる「地代形態から見

た地域」 Rentenlandschaft理論49)を，共感をこ

めて引用している[(46) pp. 506-7]。そして，

プリュム修道院領での農民負担における荘園制

形成以前からの地域的慣行の存続に力点を置い

たこの理論こそ， 80年代の前半に中世初期農村

史の展開での領主の主導力をめぐって，議論の

対象となっていた [Morimoto(93) pp. 103-4] 

ことが想起される。してみれば，空間組織に関

する見解の相違は，カロリング期農村での領主

の役割，ひいては荘園制の地位の評価という，

49) L. Kuchenbuch, Bauerliche Gesellschaft und 
Klosterherrschaft im 9. ]ahrhundert. Studien zur 
Sozialstruktur der familia der Abtei Prilm, 
(VSWG, Beiheft 66), Wiesbaden 1978, pp. 195-244. 
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極めて大きな問題に関わっていることが了解さ

れるのである。

近年の荘園制の空間構造についての発言は，

かなり多様である。一方で，イグネやラガッツ

ィのように中世初期における空間観念を検討し

た研究者が，程度の差こそあれかなり緊密な領

域形成に荘園制が貢献したと見ている[(62a) 

pp. 262-3 ; (77) pp. 19-21]。他方で，レーゼナ

ーとツォッツとは，それぞれ王領地と大貴族領

での荘園制の比重を大きく考える立場にあるが，

ドイツ学界の伝統に忠実に，これら大土地所有

は空間的には「散在所有」 Streubesitzをなして

いたとしている[(lll) pp. 167-8 ; (144) pp. 84-

5]。この問題についてさらに豊富な像を得るた

めには，なお多くの仕事が必要であろう。大修

道院所在地周辺の領域についてさえ， トゥベー

ルと丹下の問題提起が行われている現在でも，

その内部構造についてはあまり解明されていな

い。確かにシュテルマーは，バイエルンの教会

諸組織が展開した，それぞれの所在地周辺で排

他的な勢力圏を作ろうとした努力を跡づけてい

る。その結果として， 10世紀には《marcha》と

呼ばれる一円的な支配領域が形成されていたと

いう [(123)pp. 398-402]が，この空間の経済

的組織については何も語っていない。研究がな

お十分に進んでない点は，通例の所領について

も同様である。パリ地方やブルゴーニュを舞台

として，保有地の散在が原因で所領の地誌的ま

とまりがそれほど緊密ではなかった例が，考古

学的な調査によって提供されており [Guada-

gnin (54) pp. ll2-76 ; Taubert (128) pp. 283-

4], フランドルの 1荘園を取り上げ，中世盛期

以降の材料から中世初期の地誌的構造を再現し

ようとしたトゥーンの試みによっても，同じよ

うな緩いまとまりという像が与えられている

第 59 巻第 5• 6号

[ (126) pp. 12-6]。しかし，東フランクのいく

つかの所領について， トゥーンと同じ歴史地理

学の遡及的方法を用いたニッツは，集村定住と

周辺への耕地集中という，全く異なった結論に

達している[(97) pp. 474-82]。ドイツの歴史家

が文献史料から領主直領地の詳しい描写を行う

例はかなりある [Dette(22) pp. 185-9, 194-

6, (23) pp, 53-7, 75-7 : Hagermann (60) pp. 

7 4-6 : Rosener (109) pp. 130-40, 167-75 : 

Weidinger (136) pp. 78-102]が，農民保有地

については殆どない［例外として， Stormer

(123) pp. 223-5 がある］のが現状である。

荘園制の空間構造についてのこのような研究

状況の中で，例外をなすのは遠隔地所領の検討

であり，最近何人もの研究者によって取り上げ

られた [Morimoto(93) p. 128]。プリュム修

道院の遠隔地所領を一つずつ綿密に追究したク

ニッヘルの書物 [(71)]が，その典型である。

これらの研究者が強調するところでは，中世初

期の遠隔地所領には二つの特質がある。第1は

その商業との密接な関係である。例えば，サン・

モール・デ・フォッセ修道院の所領明細帳を分

析したヘーゲルマンは，その 1章に記載されて

いる遠隔所在の所領が，それが商業に関与する

のにふさわしい構造を持っていたとする[(60) 

pp. 62-6]。またイルジーグラーは，ぶどう生産

地帯に複数の領主に属する遠隔地所領があって，

ワイン商業の舞台となっていたことを強調して

いる[(69) pp. 51-4]。商業への関与という強調

点は，遠隔地所領の存在理由を大規模家経済の

自給的物資補給に求めていた伝統的な見解から，

現在の研究動向が大きく離れていることを意味

している。遠隔地所領の第2の特徴として挙げ

られるのは，ことにその起源における政治的性

格である。例えばシュテルマーが，アルプス地
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方の東部に所在するバイエルン諸教会組織の所

領について，フランク王国によってここに新た

に拡延された支配を安定させるために，それら

が設定されたことを示した [(122)]のが好例で

ある。さらにシュテルマーは，もっと東に位置

してより遅くにフランク支配に入った諸地域で，

同じ教会諸組織がそれらの統治に活発に参加し

ており，そのための拠点として遠隔地所領が機

能していたと述べている[(123) pp. 403-10]。

同じような観点から，遠隔地所領の類型を構想

したのがロンバウトである。それによると，フ

ランク王国の中心部にあった遠隔地所領は，

般に規模が小さく散在的であったが，ライン河

以東においては，所有者である教会諸組織が政

治的役割を果たすためという，明確な意図をも

って遠隔地所領が設定されており，それらはよ

り大規模で戦略的な地点に集中していたという

[(112)]。

3)領主と所領形態

近年ことによく研究されたテーマとして，王

領地，教会領，及び世俗貴族領の間での荘園制

の構造比較がある。そもそも，中世初期荘園制

の研究は教会領を主たる場として進められてき

た。それは，文献史料の伝来において教会諸組

織が大きな役割を果たしたためであり，特に所

領明細帳を伝来させている修道院領について，

われわれの知識はかなり豊富である。これに対

して，王領地について活発な研究が行われてき

たのは周知のとおりだが，多くはその地理的配

置や歴史的経過についての検討であった50)。当

初王権に属した土地が，後にあれこれの修道院

領で重要な位置を占める例が，最近も次々と検

出されている [Helvetius(62) ; Noel (98) ; 

Ouzlies (99a)]。こうした検討の蓄積が，王権の

地政学とでも言った観点からまとめられること

も多い51)。王領地の社会・経済的な側面が分析さ

れることももちろんある。最近では，馬牧や森

林経営に専門化した複数の所領が，半径数キロ

の範囲で有機的な所領群にまとめられていた場

合を，東フランクの王領地について検出したニ

ッツの仕事が好例であろう[(96), (97)]。ま

た，著名な王領地アナップの目録を再検討して，

そこに発達した三圃制度の存在を認めたデルヴ

ィル[(20) pp. 367-9]や，やはりいずれも周知

のいくつかの史料に新たな観点から取り組んで，

王領地の森林を周辺農民の活動に広く解放され

ていた空間として特徴づけようとした，ウィッ

カムの論文 [(139)]などもある。しかしなが

ら，王領地が中世初期に占めていた巨大な役割

と比べて，荘園制という観点からするその研究

は，著しく立ち後れていると言わざるをえない。

そして，世俗貴族の所領については，史料が分

散しているのが主たる理由で，その土地所有・

経営については殆ど手が付けられていないと言

ってよい。

こうした研究状況のもとで， 1987年ゲッチン

ゲンでの研究集会『中世初期の荘園制』 [Rose-

ner (llO) Jの主催者であったレーゼナーとツォ

ッツとが，自らそれぞれ貴族領と王領地との検

討を課題としたのは，まことに時宜を得たもの

であった。これによってわれわれは，従来手薄

50) 王領地の研究を王宮のそれと重ね合わせて推進
したのが，ゲッチンゲンの「マックス・プランク歴

史研究所」 MaxPlanck Institut flir Geschichteで
あり，このプロジェクトの最近の責任者を務めてい

たのが，まさにここでその寄与を浮き彫りする Th.

ツォッツなのである。なお，森本『諸問題』（前注，

9) 337-338頁を参照。

51) ごく最近の成果として， J.Barbier, Le systeme 
palatial franc : genese et fonctionnement dans le 
nord-ouest du regnum, in Bibliotheque de !'Ecole 
des chartes, 148, 1990, pp. 245-299がある。
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であった部面についてのまとまった叙述[(111); 

(144)]を与えられ，領主の社会的所属に応じた

荘園制の構造的な差異について，さらに検討を

進める可能性を得たのである。その結果，現在

のところ浮かび上がっているのが，世俗の小領

主層による土地所有＝経営の独自な形態なので

あって，それは以下のような順序での考察によ

っている。

伝統的に中世史の研究者は，教会領と王領地

との経営方式にさしたる差異はないと考えてき

た。その場合，両者の間での寄進，封与，収公

などによる頻繁な土地移動が，荘園制としての

類似性の証拠とされることが多かった52)が，近

年の研究でもそうした例が提出されている。す

なわち，ニッツとワイディンガーはそれぞれコ

ルヴァイ修道院とフルダ修道院について，王権

によるこれら修道院への寄進が，対象となった

土地の経営方式に変化を生じさせなかったこと

を，明らかにしている。[(97) pp. 4 7 4-82 ; (135) 

pp. 264-5, (136) pp. 27 4-7]。そこヘツォッツ

が，教会関係の史料をも渉猟しつつ，王領地と

教会領との荘園組織には基本的な差異がないと，

論じたのである。確かにツォッツは，国王宮廷

の所在によって規定される王領地の独自な側面

を，指摘してはいる。すなわち，絶えざる移動

を繰り返していた君主とその側近とは，予期さ

れない場所と時期に急濾人手を要することがし

ばしばあり，それを満たすために領民から徴収

される不定量賦役の頻度が，王領地に特有な事

情だったという。また，宮廷を迎えている所領

は，自己の領域を越えて周辺の教会領から多様

な給付を徴収することができたが，これも王領

地以外にはありえない権限であった。しかしな

52) 森本『諸問題』（前注， 9) 341-343頁。
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がらツォッツにとって，こうした点は決定的な

重要性を持っておらず，王領地と教会領との社

会・経済構造は相互に極めて近い，と結論する

のである。[(144) pp. 113-25]。しかもこの構造

は，古典荘園制と暗黙のうちに前提されている

ようである。

次の問題は，世俗領が王領地・教会領と比べ

て独自な荘園構造を示すか， という点であるが，

ここで取り上げるレーゼナーの論文は，働き手

のあり方に特に注意を払いながら，興味深い論

点を提出している。まず，中世初期ドイツ南西

部の有力家系をめぐる文書史料の分析から，大

貴族所領の領主直領地に無保有の奴隷的非自由

人（→《mancipia》)が大量に存在したことが，

確認できるとする。そして，隷属性の強い労働

力を使役する領主経営を，中世初期についても

「グーツ経営」 Gutswirtschaftと呼ぶことの多

い最近のドイツ学界の慣例に従って，世俗領に

はグーツ経営の色彩が濃いと規定する[(111) 

pp. 141-8]。しかしながらレーゼナーは他方で，

むしろ賦役労働に基礎を置く古典荘園制への変

化が，大貴族の所領では目につくと考える。す

なわち，王領地が世俗領での荘園組織のモデル

となっており，ことに王権から大貴族への土地

移動に助けられて，グーツ経営からの構造転化

が実現したというのである [Ibid.,pp. 149-

58]。この点に関してわれわれは，近年の研究の

中からディーポルダーやカステンの仕事を，古

典荘園組織を示す貴族領の内部にかつての王領

地を検出したものとして，引用することができ

る[(18) II ; (70) pp. 312-5, 318-24]。こうし

てレーゼナーにとっては，小貴族の土地におい

てこそグーツ経営が最も強力に行われていたこ

とになる。そして，サン・ベルタン修道院の所

領明細帳に記載された巨大保有地 これらは
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しばしば10マンス以上の規模で20人以上の奴隷

的非自由人を抱えていた を再検討53)して，

そこにも二分制的な構造への方向は見られはし

たが，小所領は容易にこの進化を実現できなか

ったと結論するのである [Ibid.,pp. 158-67]。

このようにして，領主の社会的所属による土

地所有＝経営形態の規定が追究された結果，何

よりも小貴族層の手中にある所領の構造的独自

性が浮かび上がってきたのであるが，これは最

近論争の的となっている小所領の問題と同一の

論点なのである。カロリング期の小所領は，大

所領型荘園制の役割を小さく評価するための論

拠として，最近取り上げられてきた。一部の歴

史家にとって，大量の働き手を使役して集約的

な耕作を行っている小所領 ここでもしばし

ば用いられる史料が，サン・ベルタン明細帳で

ある は，大所領に特有な労働力の粗放な乱

費と対照的に進歩的な性格を示しており，それ

だからこそ，カロリング期以降に見られる農村

成長の最大の担い手となったというのである

[Morimoto (93) pp. 137-8]。最近の 5年間で

は，ボワによる同様の問題提起が議論を呼んで

いる。ボワにとっても小所領は農村成長の先端

部面なのであるが，その主張にはさらに二つの

新しい見方が加えられている。すなわち，一方

ではカロリング期の小所領における働き手の主

力は，紀元千年までを奴隷制システムとするそ

の見解と対応して，端的に奴隷と規定されてい

53) サン・ベルタン修道院所領明細帳に現れる巨大保

有者を，荘園制に組み込まれたばかりのかつての小

領主と捉え，そうした観点からこの史料を分析した

のは私自身である。森本芳樹「サン・ベルタン修道

院所領明細帳(844年ー859年）をめぐる諸問題」(II)'

本誌， 49-4・5・6,1984年， 153-162頁： Y. Morimoto, 
Problemes autour du polyptyque de Saint-Bertin 
(844-859), in A. Verhulst (ed.), Le grand domaine 
aux⑪ oques merovingienne et carolingienne, Gent 
1985, pp. 132-141. 

る。他方でボワは，この小所領が先頭に立って

いたという農村成長の時期に，中世初期におけ

る農業成長を高く評価するその立場から，カロ

リング期そのものをも含めているのである

[ (8) pp. 194-9]。こうして，ボワに従うなら

ば，まさに奴隷を使役する小領主層がそのこと

によって，封建システムを目指す社会・経済的

発展を主導したということになるのである。こ

れは私には直ちに理解し難い主張ではあるが，

ともかく，中世初期における賦役労働を用いた

荘園制の重要性を考え，これに対してまさに奴

隷的非自由人という労働力を用いていることを

根拠に，同時代の小所領を遅れた形態と考えて

いる，レーゼナーを先頭とする歴史家たちの見

方とは全く異なっているのであって，両者の対

比については，本稿のIIIで再び取り上げること

になろう。

4)奴隷・賦役労働・保有農民

こうして領主の社会的所属が問題とされたも

う一方の極では，所領内部での労働が綿密な検

討の対象となっており [Kuchenbuch(71a)で

の全体的考察を参照］，それによって奴隷の存在

形態が解明されるとともに，それとの密接な関

連のもとで，賦役労働の諸形態についての考察

が進められた。

a)奴隷

中世初期の奴隷制は， 1985年のボナッシーに

よる画期的な論文54)以来，盛んに言及されるテ

ーマである [Morimtoto(93) p. 106]。誤った

54) P. Bonnassie, Survie et extinction du regime 
esclavagiste dans !'Occident du haut Moyen Age 
(IVe-Xle siecle), in Cahiers de civilisation m菰祗
vale, 38, 1985, pp. 307-343. (桂秀行訳「西洋中世高
期 (4世紀ー11世紀）における奴隷制の存続と消滅」

『愛知大学経済論集』129---...,131,1993年， 51-89頁；
132, 1993年， 93-123頁）
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問題提起によっているとして，このテーマ自体

を拒否するデュリアやマニュー・ノルティエに

よるような主張も，確かに強く押し出されてい

る[(31) pp. 175-8 : (84)]。しかしそれは例外

であって，カロリング期に至るまでかなり多数

の奴隷が存在したことと，紀元千年に向けてそ

れらが大きく減少したことは，一般的な認識と

なっている。

すでに1988年の論文で私は， 5世紀から 9世

紀までの奴隷の増加を，古典古代のローマ社会

からの遺産ではなくて，ゲルマン人による寄与

と考えるのが，新しい研究動向であると指摘し

た [Morimoto(93) p. 105]。少なくともその

粗野な形態での奴隷制が， 3・4世紀には実質

上存在しなくなってしまったとする見解は，古

代史の研究で広く見られるようであるが，中世

史の研究者はそれを十分に心得た上で，中世初

期には奴隷的な労働力が重要な地位を占めてい

たと考えている。この点ではウィッカムのよう

な有力な例外はある[(140) pp. 28-9]が，とも

かく中世当初に特有な事情のもとで，奴隷が増

加したとしているわけである[Gauthier (44) 

p. 74]。例えば，前カロリング期における賦役労

働についてのアンドレオッリの論文と，世俗貴

族領についてのレーゼーナーの論文という，全

く異なった対象に関する仕事を取り上げてみる

と，両者ともに，古代末期の労働力の主要形態

を自立的なコローヌスだとした上で，それぞれ

のテーマの考察にとって，大量の奴隷の存在を

重要な与件としているのである[(2) pp. 17-

20 : (111) pp. 130-40]。

荘園制の研究においては，非自由身分の領民

の中に，史料で《servi》または《mancipia》と

呼ばれている，保有地を持たない多数の働き手

がいたことは，すでに常識となっている。近年
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の仕事の中で，メロヴィング期についてこうし

た奴隷的な労働力の重要性を具体的に示したの

は， 7世紀ルーアン・ボーヴェ司教区の諸修道

院が，アングロ・サクソン奴隷を導入して開墾

を進めたことを明らかにした，佐藤彰ーだけで

ある[(115) pp. 176-7]。これに対してカロリン

グ期については，多くの指摘がある。例えばツ

ォッツは，王領地に土地を持たない多くの非自

由人がいたとする [(144)pp.85-92]が，レー

ゼナーも同じ事態を貴族領，ことにほぼ12マン

ス以下の規模である小所領について，見て取っ

ている[(111) pp. 141-8, 158-67]。またデッテ

とドロステとは，それぞれワイセンブルク修道

院領とモンティエランデル修道院領に関して，

領主直領地に大量の奴隷的非自由人が生活して

いたが，所領明細帳に登録されることはなかっ

たとしている[(23) pp. 54-6 ; (29) pp. 52-

3]。しかしながら，このような奴隷的非自由人

を検討した歴史家の多くは，それらの境遇が古

代の奴隷とは大きく異なっていたと考えている。

すなわち，奴隷制の消滅に対する教会の役割を

積極的に評価するホフマン [(66)] も， 5世紀

のガリアでの奴隷の状況を概観したサムソン

[ (113a)]も，中世初期の《servi》と《mancipia》

とが，古代の奴隷とは異なって人間と見なされ

ていたことを強調する。従って，例えばラエテ

ィアという一つの地域を枠として考察したニー

ダーシュテッター [(94a)]は，これらと他の住

民，ことに史料で《coloni》と呼ばれている農民

の主力との接近を，重視しているのである。ま

た同じような考察からパネロは， 8世紀以降イ

タリアの非自由人層に対して，「奴隷身分」

schiavituという概念を用いるべきでなく，むし

ろ「農奴身分」 servituとするべきだと言ってい

る。[(99b) pp. 379-80, (99e) pp. 799-806)]。
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さらに加えて，奴隷的非自由人が中世初期を通

じて次第に減少し，ことに紀元千年に近付くに

つれて奴隷制が事実上消滅することも，様々な

論者によって指摘されている[Barthelemy(5a) ; 

Bonnassie (13) pp. 40-1 ; To Figuras (127) 

pp. 48-9]。

このようにして中世初期奴隷制の研究は，そ

れを本格的な奴隷制と見るのではなく，行論の

関係からIIIで改めて検討することになるボワの

立場は別として，それが社会構造の中では副次

的な要因であり，かつ衰退過程にあったとの観

点を押し出しているのである。その上，奴隷制

衰退の具体的過程の検討が荘園制研究の一部と

なっているのであって，次にそれを見てみよう。

b)奴隷の社会・経済的上昇

中世初期を通じて多数の奴隷が，保有地を獲

得して一人前の農民の地位に上昇したことは，

広く認められている。史料で《servicasa ti》と

呼ばれることの多いこうした非自由人は，シュ

テルマーの研究したバイエルン[(123) pp. 398-

402]から，ローランソン・ロザスが描いたオー

ヴェルニュ[(79) pp. 389-96]に至るまで，広

く検出されており，イタリアについてもパネロ

がその重要性を指摘している[(99b) pp. 37 4-

9]。近年における議論は，奴隷への保有地賦与

は純粋に経済的措置であって，人身において奴

隷だというその本質をなんら変えるものではな

いとする，ボワの極端な主張[(8) pp. 36-42] 

の検討に集中した観がある。家族経営の主人と

なったかつての奴隷は，その新しい地位にふさ

わしい自立性を獲得して，事実上保有農民層に

同化されていったと，多くの歴史家が反論して

いるのである [Gauthier(54) pp. 74-5 ; Panero 

(99e) pp. 806-11 ; Verhulst (134) pp. 96-7 ; 

Whickham (140) pp. 28-9]。これらの論者にと

って奴隷制の消滅は，保有地形成を通じてする

奴隷の社会・経済的上昇によって主として実現

すると考えられているが，それとは全く異なっ

て，奴隷の逃亡こそが主要な過程だとする見解

もある。こうした見解を典型的に示すのが，ョ

ーロッパ南西部の史料を主たる拠り所とするボ

ナッシーである[(11) pp. 19, 28, 34, (12) pp. 

150-3, (13) pp. 40-1. Morimoto (93) pp. 105-

5をも参照］。いずれの過程も重要だったとする，

サムソンのような中間的立場[(109) pp. 225-7] 

もありうるが， ともかくこれら二つの見解の対

立は，以下の点で荘園制研究と極めて密接な関

連を持っている。すなわち，奴隷の社会・経済

的上昇を重視する見解は，奴隷制の消滅という

歴史的過程を荘園制展開の一つの要因と見るこ

とになるのに対して，奴隷が逃亡して自らを解

放するという現象を決定的とする見解では，か

つての奴隷は独立農民の隊列にいったん入り込

んだ後に，紀元千年前後に再び新しい領主制の

もとに支配されるとされて，中世初期の荘園制

は奴隷制の衰退と無関係ということになるから

である。後者の検討はこれもIIIに譲って，ここ

では前者による仕事を検討しつつ，奴隷の上昇

と賦役労働の起源に取り組んでいこう。

この問題についてはまず，近年活発であった

イタリア学界での賦役労働の研究 それにつ

いては，なお次節で詳しく言及する から，

一つの特徴的な議論を取り上げてみたい。それ

は，賦役労働負担が保有地規模とほぼ反比例す

る，すなわち，保有地が小規模であれば賦役労

働が過重であるという，かつて G.ルッツァー

トが想定した原則をめぐってのものである。ま

ず，中世初期イタリアの農地契約を検討したモ

ンタナーリは，そこにしばしば見られる土地所
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有者による農業資材の提供は，保有農民の経営

規模拡大の方向に働きえたが，同時に新たな労

働給付を代償として行われ，賦役労働増徴に導

く多くの例があると指摘する。そうであれば，

農地契約の通例の当事者であった比較的富裕な

自由農民は，ルッツァート原則には当てはまら

ないということになる[(88) pp. 49-51]。これ

に対してパスクアーリは，所領明細帳を史料と

して問題に逆の側から接近する。すなわち，モ

ンタナーリによるルッツァート原則の再検討は，

賦役労働量が全体として限定されている場合に

は有効だが，不定量賦役や週賦役のような重い

賦役労働についてはそうではない。なぜなら，

所領明細帳においてこうした形態を課されてい

る保有地は，多くの場合非自由な資格を持って

いたが，通例小規模だったからである[(101) 

p. 106]。さらにアンドレオッリは，同じ問題を

年代的に検討して，ルッツァート原則が妥当し

なくなるのは主として 9世紀半ば以降であるが，

それはなによりも，荘園制のもとである程度ま

で農民保有地の均一化が進行して，それまで過

重な賦役労働を負担していた零細保有地が減少

したからだという[(2) p. 28]。イタリアの研

究者によるこのような考察は，以下の点で極め

て興味深い。すなわちそれは，所領内部で上昇

してきた奴隷的非自由人に当初課されていた極

めて重い賦役労働が，保有地の拡大にともなっ

て減少していくという過程を，ある程度は具体

的に検討したことになるからである。

奴隷の社会・経済的上昇のもう一つの要因を

なす保有地の形成は，フルダ修道院の史料を分

析したワイディンガーによって，興味深い仕方

で検討の対象とされた[(135), (136)]。それは

近年の研究が，マンスないしフーフェという標

準的保有についての一般的な叙述 [Dette(23) 
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pp. 58-60 ; Stormer (123) pp. 388-92 ; Taubert 

(131) pp. 66-9]以外には，農民保有地につい

ての目立った仕事をしていないだけに，貴重な

成果だと言えよう。もっとも，デュリアによる

マンスについての詳細な史料分析はある[(32)]

が，これを国家による公租行政の単位と見る独

特な視角を強く押し出していて，ここで取り上

げることはできない。さてワイディンガーは，

古典荘園制への進化を軸として観察することに

よって，カロリング期農村史は最もよく理解で

きると確信して，フルダ領における二分制所領

成立の諸側面を跡づけている。農民保有地につ

いては，フルダの史料，ことに830年直前の台帳

［本稿 (2),228-9頁を参照］でマンスとフー

フェとがともに言及されているのに注目して，

東フランクでしばしば見られ，すでに何人もの

研究者によって取り上げられたことのある 55)こ

の現象を，説明しようとする。ワイディンガー

によれば，ここでは《mansus》は《area》,《curtis》,

《curtilis》などと同義に用いられていて，何よ

りも農業経営の拠点となっている屋敷を指して

おり，面積は多様だが大抵の場合かなり狭い耕

地が，それに付属するものとされている[(136)

pp. 23-57]。これに対して《hoba》は，まず一

定面積の耕地を示す語であって， 30ユゲラとい

う農民家族を養うに十分な面積に標準化されて

いる。同時にフーフェは，農業経営の構成要素

をも含むものとされ，その中には『共同森林』

《silva communis》の用益権も入っている

[Ibid., pp. 57-78]。こうして，マンス＝経営拠

点，フーフェ＝標準面積の耕地とする点で，

55) 最も知られた論文として， Fr.Ltitge, Huf e und 
Mansus in den mitteldeutschen Quellen der Ka-
rolingerzeit, im besonderen in dem Breviarium St. 
Lulli, in Vierteり'ahrschriftfi材rSozial-und Wirt-
schaftsgeschichte, 30, 1937, pp. 105-128を挙げておく。
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部の先行研究者の議論を受け継いでいるワイデ

ィンガーは，フルダ領における荘園制形成過程

のうちに，これら二つの型の保有地を極めて明

快な仕方で位置づける点で，独自性を示してい

る。すなわち，古典荘園制の形成は奴隷的非自

由人を主として使役していた古い型の領主経営

の解体と統合とを伴っていた [Ibid.,pp. 38-96] 

が，この過程で奴隷的非自由人に小規模な経営

を確保するために，マンスが作り出されたのだ

という。そして，保有農民となったとはいえ，

このようなかつての奴隷が領主直接経営の重要

な労働力をなしていたことは，やはりワイディ

ンガーによるならば，これらの修道院への強い

人身的従属と，これらが負担する賦役の不定量

性のうちに示されている [Ibid.,pp. 46-57]。他

方でワイディンガーは，マンスに属する耕地が

本格的な農民経営を支えるに十分な規模になっ

た時に，それを標準的なまとまりとしてフーフ

ェが成立したとして，フーフェをも荘園制形成

過程に位置づけている。確かにフルダの史料で

のフーフェは，形容詞を伴うことなしに言及さ

れているが，ここで《servi》や《mancipia》が

保有しているとされるフーフェは，他の場所で

やはり奴隷に土地を賦与するために作り出され

た『非自由人マンス』《mansusservilis》に相当

すると，ワイディンガーは考えている。

c)賦役労働

最近賦役労働についての検討が前進したが，

その功績はイタリアの研究者によるところが大

きく，ことにこれについての研究集会の成果

[Fumagalli (39)]が注目されねばならない。

イタリアの歴史家は，賦役労働が領主権力の拡

延の過程で社会的強制の手段としても働いた点

に注目し，それを経済的観点からのみ眺めるの

では不十分であると強調する [Ibid.,pp. 10-

11 : Montanari (88) pp. 38-9]。こうした立場

は，確かに賦役労働が従来一般に考えられてい

たよりは濃密に存在したが，それでもヨーロッ

パ西北部と比べるならばずっとその普及度合が

低かった，中世初期のイタリアについては，荘

園制の形成過程を検討する上でとりわけ重要で

あろう。またそれは，荘園制を単に経済的次元

でだけ考察することを避けようとする，近年の

研究動向の一端としても理解できる。けれども

ここでは，アルプス以北の中世初期荘園制研究

で主として問題とされている，賦役労働の経済

的諸側面に集中して議論を進めていきたい。

近年における賦役労働の研究は，その継続期

間と時間的配分とによって規定れる諸形態に，

ことに関心を払ってきた。確かに，その物的・

技術的側面が注目されることもある。モンティ

エランデル，サン・モール・デ・フォッセ，及

びサン・ピエール・ル・ヴィフ諸修道院の所領

明細帳に見える，《carroperaet manopera》と

いう定式が実際にはとのような労働を含むかに

ついて， ドロステ，ヘーゲルマン，及びファリ

ップが検討を加えた[(29) pp. 12-4 : (60) pp. 

53-6 : (104) pp. 595-7]のがそれである。クッ

ヘンブッフも同じ定式を，より一般的な観点か

ら考察している[(71a) pp. 349-51]。しかしな

がら，中世史の研究者は賦役労働がどの程度ま

で農民経済を攪乱したかという問題に，極めて

強い関心を示しており，そのためもあって，賦

役労働の量とそれを実行する時点を定めるため

の様々な様式に，観察を集中しているのだと思

われる。

所領明細帳のうちに，『彼に命じられたこと

を』《quicquidei jubetur》，あるいは『彼らに

命じられた時に』《quandoeis precipitur》とい
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うような，特徴的な文言で現れる不定量賦役労

働は，二つの異なった仕方で実行されたようで

ある。一方でそれは，例えば荘園制の発達が見

られないロマニアで言及される場合[Monta-

nari (88)pp. 48-9]や，王領地で宮廷の滞在に際し

て一時的に課される場合[Zotz(144) pp. 117-8] 

のように，比較的短期間の労働でありえた。し

かし他方では，一部の農民の主たる負担形態と

して現れ，まさに領主の恣意による過重な労働

として実現されえた。人身や土地の非自由な資

格と結びついていることの多いこうした場合は，

所領明細帳に記載されたものの大半を占めると

思われるが，それ以外でも，レーゼナーが世俗

領にそれがしばしば見られたと指摘している

[ (111) pp. 165-6]。またイタリアにも，アルプ

ス以北ほどにではないが，重い労働としての不

定量賦役は存在していたようである [Galetti

(42) pp. 87-8 ; Pasquali (101) pp. 114-5]。

領主のために毎日労働するという日賦役の規

定は，カロリング期には極めてまれである

[H註germann(60) pp. 62-6 ; Pasquali (101) 

pp. 113-4]。従って，不定量賦役の次に問題とな

るのは，週に数日（通例は 3日）という形で示

される週賦役である。これも非自由との結びつ

きが強い [Pasquali(101) pp.117-9; Rosener 

(111) pp. 164-5 ; Verhulst (133) pp. 44-5] 

が，自由人ないし自由保有地でこれを給付する

場合は多い。この形態について関心をひくのは，

農民労働の二つの部分への区分の実態である。

一方では，レーゼナーの指摘するように，週賦

役がその実行の過程で領主の恣意の作用を強く

受けていた，と考えさせる史料がある [(109)

pp. 106-7, 160-1, (111) pp. 138-40]。私自身

も，プリュム明細帳に見える『週に彼に命じら

れただけ』《inebdomada quicquid ei jubetur》

第 59 巻第 5• 6号

という，不定量賦役と週賦役とを折衷した独特

な規定が，両者の現実における近さを示すと考

えている[(91) pp. 286-8]。領主の恣意に大き

く依存するというその性格を考慮すると，週3

日という規定は，現実に農民が領主のもとで3

日間労働したという現実を描写したというより，

むしろ当事者である領主と農民とが農民労働に

対して等しい権利を持つ，という観念を表現し

たものと考えることが許されよう。そこから，

週賦役での現実の労働期間は，領主と農民との

間の力関係によってかなりの程度に変動した，

としてよいであろう。サンタ・ジュリア・ディ・

ブレシア修道院の所領明細帳にあって，パスク

アーリが指摘している『半分賦役』《medietatis

operis》[(115) p. 101. 同じような文言はワイ

センブルク明細帳にもある： Droste (23) pp. 

113-4]という表現は，まさにそうした事態を印

象的に表示していると言えよう。週賦役規定の

こうした弾力性を考えるなら，それが実際には

かなり軽い労働であった場合も，十分に想定で

きる。ことに，一つの保有地に他の賦役義務と

ともに課されている場合には，そうした可能性

が高い。しかしながら，デュリアやマニュー・

ノルティエのように週賦役の重さ一般を著しく

低く評価する[(31) pp. 181-2 : (83) 669-73] 

のには，中世初期の賦役労働をも国家によって

徴収される公課として，それほど重くないはず

だとする理論的要請がそこに強く働いているだ

けに，賛成できない56)0 

月当たりの日数，あるいは週数で賦役労働が

56) 不定量賦役と週賦役との関係は，森本芳樹

「Polyptyquesにあらわれた『週賦役』に関する考
察 労働地代段階における農民層の存在形態と

の関連において一ー」『土地制度史学』 2,1959年，
41-43頁 での問題提起以来，私の年来の問題であ
って，近くまとまった考察を発表する予定である。
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規定されることは，カロリング期の史料では極

めてまれであるから，次に問題となるのは，こ

ちらは極めてしばしば言及される年当たりの日

数ないし週数による規定である。この項で取り

上げているイタリア学界の仕事では，この年賦

役が他の形態よりもずっと頻繁に現れるとして

いる [Galetti(42) pp. 83-4 ; Montanari (88) 

pp. 46-7 ; Pasquali (115) 116-7]。ヨーロッI'¥

西北部での年賦役は，『15日』《XVdies》ないし

『15夜』《XVnoctes》と呼ばれる 2週間連続の

労働を単位として，これを 1回から数回賦課す

る形を典型としていた [Verhulst(133) p. 44]。

年賦役の場合には，むしろ自由人や自由な保有

地との関連がより強くなっていることにも，注

意しておこう。

領主直領地の特定の地条を農民に割当ててそ

の耕作を全面的に委ねる定地賦役57)は，多くの

歴史家によって触れられているが，その詳細な

検討が進んでいるとは言えない。ここで引用し

ているイタリアの研究者の中でこれに言及する

のは，パスクアーリだけであり，イタリアの所

領明細帳に定地賦役の明確な規定が登場するの

はだた 1度だと言う。ただし，そこにしばしば

記載されている，農民による特定地片の収穫全

体の給付は，事実上定地賦役であったとの見解

である[(115) pp. 120-1]。私自身は， 9世紀末

プリュム修道院領で定地賦役が広く存在してい

たと考えるが，それは893年の所領明細帳の文言

について， 1222年に明細帳の写本を作成したカ

エサリウスが付した注釈の，新しい解釈によっ

ている[(91) pp. 286-8]。なお，農民による自

立的な実行を前提としている定地賦役が，自由

57) 森本芳樹「『定地賦役』考」高橋幸八郎／安藤良

雄／近藤晃編『市民社会の経済構造』有斐閣， 1972
年， 3-21頁を参照。

人との結びつきをより強く示していたのは当然

である。

このように，賦役労働の規定と実行との間に

は距離がありえたし，また，賦役労働の特定の

形態とそれを給付する農民の身分，あるいは保

有地の資格との間には，傾向的な関連はあって

も必然的な結びつきはなかった [H註germann

(59) pp. 362-4]から，さらに，様々な形態の

賦役労働が一つの保有地の上に重なりあって課

されるのが通例であった [Elmh註user(35) pp. 

364-8]限りでは，図式化した考察には慎重にな

らざるをえない。しかしながら，代表的な賦役

労働の諸形態についての昨今の研究を見ると，

すでに以前から存在していた次のような認識が

確認されたとしてよい。すなわち，カロリング

期の賦役労働には，過重で恣意的でかつ非自由

な色彩の濃い一方の極から，軽くて自立的で自

由な色合いを示す他方の極との間で，極めて多

様な形態が存在していたのであった。そうなる

と，その形成に関しては，かつての奴隷が主人

のために殆ど連日行っていた労働と，かつての

独立農民が従属とともに行うこととなった労働

給付という，二重の起源を考え，これらが荘園

制の内部で次第に合体したとする見方が有利に

なってくる。実際，近年この点を扱った 3人の

論者の中では，自由人の公的義務のみを中世初

期賦役労働の起源とする見解を示しているのは，

モンタナーリだけである[(88) pp. 44-5]のに

対して，先カロリング期の賦役労働を研究した

アンドレオッリも，荘園制の展開をライン河以

東について追究したフルヒュルストも，賦役労

働の確立を，荘園制のもとでの奴隷と独立農民

との保有農民への転化に帰しているのである

[ (2) pp. 20-1 ; (132) pp. 96-8, (133) pp. 44-6]。
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